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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の基板と第２の基板との間に介在する隔壁部材と、
該第１の基板と、該第２の基板と、該隔壁部材とにより形成される画素部に配置されてい
る粒子と、
前記粒子を動かすための電極と、を有する粒子移動型表示装置において、
複数の前記画素部を含み構成される表示部の外周領域の少なくとも一部に、前記隔壁部材
と実質的に同じ高さの突起部と、前記粒子が落ち込み得るように形成されている凹部とを
有する構造体が設けられていることを特徴とする粒子移動型表示装置。
【請求項２】
前記突起部は、メッシュ状、直線的若しくは曲線的なライン状、ドット状、前記表示部を
閉じて包囲する形状、井桁状、十字状、ハニカム形状、またはそれらの組み合わせた形状
を有していることを特徴とする請求項１記載の粒子移動型表示装置。
【請求項３】
前記突起部の上面の幅が、前記粒子の直径の１０倍より小さいことを特徴とする請求項１
に記載の粒子移動型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、粒子の移動を利用して表示を行う電気泳動表示装置などの粒子移動型表示装置
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、バックライトを用いない反射型の表示装置についての研究が盛んに行われている。
その中で、特に注目度が高いのが粒子移動型表示装置である。粒子移動型表示装置は、例
えば、所定間隙を開けた状態で配置された一対の基板と、これらの基板の間隙に配置され
た複数の粒子と、該間隙に内接するように配置された一対の電極と、を備えており、液晶
表示素子に比べて、表示コントラストが高く、視野角が広く、表示にメモリー性があり、
バックライトや偏光板が不要である等、種々の特徴を有している。
【０００３】
一般に、粒子移動型表示装置は、一対の基板間の各画素に一定量の粒子が配置され電界等
を印加することにより各画素内で粒子を移動させて表示を行なう。その為の構成としては
、通常、二枚の基板間に複数の粒子を挟み、基板上に電極が形成され、該電極は、画素毎
に形成される画素電極と全画素共通の共通電極よりなる。粒子は、０．５～５ミクロン程
度のものが使用される。そして、粒子が画素間を移動して不均一に分布するのを防ぐため
に、画素毎に隔壁が形成されている。
【０００４】
こうした隔壁構造を有する粒子移動型表示装置の場合、通常、一方の基板上に電極や隔壁
等をすべて形成したのちに隔壁間に粒子を入れ、他方の基板で粒子を各画素内に封止する
という工程（封止工程）で作製される（特許文献１、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平５－３０７１９７号公報
【特許文献２】特許第２６１２４７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
前記封止工程では、上記他方の基板と、隔壁や表示部の外周領域との間に粒子が挟み込ま
れてしまう場合がある。かかる場合、粒子の直径に相当する隙間が、前記隔壁等と基板間
に形成され、表示部の封止が完全にできないため、粒子が他の画素や表示部の外に移動し
てしまうことが懸念される。そこで、本発明は、表示部の外周領域や隔壁と対向する基板
間に粒子が挟みこまれた場合であっても、その挟み込まれた粒子によって形成される隙間
を、当該粒子の直径より狭くすることができる新規な表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明に係る画素部に粒子を用いる粒子移動型表示装置は、該画素部の外周領域の少なく
とも一部に、該粒子が入ることができる凹部を有することを特徴とする。また、本発明に
係る粒子移動型表示装置は、第１の基板と第２の基板との間に介在する隔壁部材と、該第
１の基板と、該第２の基板と、該隔壁部材とにより形成される画素部に配置されている粒
子と、前記粒子を動かすための電極と、を備え、複数の前記画素部を含み構成される表示
部の外周領域の少なくとも一部に、前記隔壁部材と実質的に同じ高さの突起部と、前記粒
子が落ち込み得るように形成されている凹部とを有する構造体が設けられていることを特
徴とする。
【０００７】
また、本発明の粒子移動型表示装置の製造方法は、前記第２の基板を隔壁部材及び構造体
に被せて各画素を封止するとき、前記構造体の少なくとも一部及びその周辺部に形成され
た電極層間に交流電圧を印加しながら行うことを特徴とする。この際、前記間隙に面して
配置された複数の電極である各画素に備えられた画素電極及び共通電極間にも交流電圧を
印加しながら前記第２基板を隔壁部材及び構造体に被せて各画素を封止することもできる
。
【発明の効果】
【０００８】
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上記の本発明によれば、表示部の外周領域や隔壁と対向する基板間に粒子が挟みこまれた
場合であっても、その挟みこまれた粒子によって形成される隙間を、当該粒子の直径より
狭くすることができる新規な表示装置が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
以下、図１乃至図７を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００１０】
まず、図１（ａ）と（ｂ）を用いて説明する。同図において、１は第１の基板、２は画素
間を隔てる隔壁、４は画素を示している。１０００は複数の画素と隔壁により構成される
表示部、３００、２、２００は、画素部の外周領域である。そして、２００ｂ、３００ｂ
は、該外周領域に形成されている凹部である。この凹部は、前記外周領域の少なくとも一
部に形成されており、画素部に用いられる粒子５が入ることができるようになっている。
このような凹部は、外周領域の全てに形成してもよいし、一部に形成しても良い。
【００１１】
前記外周領域とは、図１（ａ）に示すように、複数の画素４で構成される表示部１０００
の外周領域３００（図１（ａ））のことか、あるいは、図１（ｂ）の２００に示すように
画素間の隔壁２００のことである。前記外周領域の少なくとも一部に凹部が設けられてい
れば、当該箇所に粒子が挟み込まれて、隙間が形成される場合であっても、この隙間を当
該粒子の直径よりも狭い隙間にすることができる。凹部の深さは、特に限定されるもので
はないが、凹部の深さ（図１（ａ）のｄ）は、粒子の平均直径以上の深さであることが好
ましく、粒子の平均直径の３倍以上の深さであることが更に好ましい。なお、深さｄの上
限としては、例えば、前記隔壁の高さである。
【００１２】
なお、凹部は、表示部１０００の外周領域（外周部３００）か、隔壁２００の少なくとも
一方に設けられていてもよいし、両方に設けられていてもよい。また、図１においては、
前記第１の基板に対向する第２の基板は省略している。
【００１３】
次に、図２を用いて本発明を説明する。図２に記載の粒子移動型表示装置では、第１の基
板１と第２の基板１２との間に介在する隔壁部材２と、該第１の基板と、該第２の基板と
、該隔壁部材とにより形成される画素部４に配置されている粒子５と、前記粒子を動かす
ための電極７、９とを有する粒子移動型表示装置において、複数の前記画素部を含み構成
される表示部の外周領域部（構造体３）の少なくとも一部に、前記隔壁部材と実質的に同
じ高さの突起部３ａと、前記粒子が落ち込み得るように形成されている凹部３ｂとを有す
る構造体３が設けられている。
【００１４】
本発明の代表的な粒子移動型表示装置の一構成例を図２に沿って説明する。この実施形態
では、上面図である図２（a）に示すように、第１基板１上にメッシュ状の隔壁２及び構
造体３が形成されている。図示例では簡単のために、４つの画素４が描かれているのみで
あるが、実際には多数の画素がマトリクス状に形成されているのが通常である。各画素４
は隔壁２によって囲まれて区画されていて、複数の画素４から成る表示部の周囲には、画
素４と隣接してメッシュ状の構造体３が配置されている。
【００１５】
図２（a）のA-A’部における断面図である図２（ｂ）に示すように、各画素４内には、絶
縁性液体１１と、絶縁性液体１１に分散された複数の泳動粒子５が配置されていて、メッ
シュ状の隔壁２と構造体３の上面上に第２基板１２をぴったりと被せて、これを周囲の縁
部で第１基板１に接着剤で接合・固定することで各画素４を封止している。図２（ｂ）で
は、この接着剤による接合・固定の様子は示されていなく、図２（a）では第２基板１２
は描かれていない。表示部の気密性と強度を向上させるために、より大きな力がかかる構
造体３のメッシュの密度は、隔壁２のメッシュの密度より大きくなっている。
【００１６】
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構造体３について更に説明する。構造体３は、粒子５の落ち込み得るように形成された凹
部３ｂと突起部３aを含み、突起部３aの高さは、全体的に、表示部に形成されている隔壁
２と実質的に同等に形成されるか、あるいは表示部に隣接する部分から外側の部分に向か
ってなだらかに低くなるように形成されている。これは、第２基板１２と構造体３の突起
部３aの上面との密着性を良くして気密性を確保するためである。構造体３の突起部３aの
上面の線幅は、表示装置の製造工程において該上面上に粒子５が止まり難いように、好ま
しくは泳動粒子５の径の１０倍程度以下、さらに好ましくは５倍程度以下がよい（このこ
とは、メッシュ状の隔壁２の上面の線幅についても同様である）。これは、要求される構
造体３の強度と突起部３aの上面上への粒子５の止まり難さの両方を勘案して決めればよ
い。
【００１７】
また、構造体形成領域における構造体３の突起部３aの密度は特に制限は無いが、突起部
３aの上面上に粒子が止まり難くするために、好ましくは５０％程度以下である。ただし
、強度上、５％程度以上の密度は必要である。また、構造体形成領域における構造体３の
突起部３aの密度は、外側に向かって構造体３のメッシュの密度を高めてもよい。封止に
よる気密性を高める効果があるからである。構造体３の突起部３aの上面の線幅が比較的
広く、泳動粒子５の１０倍程度であるような場合、第２基板１２で表示部を封止する際に
、後述する交流電圧をかけて粒子５を突起部３aの上面上から確実に落とすようにすると
良い。線幅が比較的狭いときは、第２基板１２で封止する際に交流電圧をかけなくてもよ
い場合もある。
【００１８】
本発明の構造体３の突起部３aの上から見た形状としては、メッシュ状のほか、図３に示
すような直線的なライン状（ここでは、ライン状突起部３aは各辺において内から外側に
向かってほぼ平行に伸びていて、その間が凹部３ｂとなっている）、図４に示すような表
示部を多重に閉じて包囲する形状（ここでは、矩形状突起部３aが２重に表示部を包囲し
ていて、その間が凹部３ｂとなっている）、図５に示すようなドット状（ここでは、表示
部をほぼ包囲して多数のドットが同程度の密度で分布していて、その間が凹部３ｂとなっ
ている）、波状などの曲線的なライン状、井桁状、十字状、あるいはそれらの組み合わせ
などがあるが、これらには限られるものではない。また、メッシュ、ライン、ドット等の
ピッチはほぼ均一でもよいが、好ましくは突起部の割合を大きくして外側の強度を大きく
するために表示部領域から外側に向かって小さくする方がよい。さらに、構造体３の突起
部３aの上から見たパターンは規則的でも不規則的でもよいし、パターン形状は基板の面
内方向において閉じていてもよいし（図２のメッシュ状、図４の包囲形状がその例である
）、開放して（図３の直線的なライン状、図５のドット状がその例である）いてもよい。
閉じている場合は、第２基板１２で覆って封止したときに基板の面内方向において多重に
封止されることになるので、密閉性に優れる。開放している場合は、絶縁性液体１１や泳
動粒子５がたとえ構造体３の凹部３ｂ内にも吐出されたとしても、最終的には残留量は少
なくなる。さらに、構造体３は図７に示すように表示領域全ての周りに形成されていなく
てもよい。なお、前記突起部は、ハニカム形状であってもよく、かかる場合は、表示装置
の強度の面から有利である。
【００１９】
本発明の構造体３には、好ましくは構造体用電極層６が形成される。構造体用電極層６は
、構造体３の突起部３aの表面、内部、基板と構造体の突起部３aの間、あるいは構造体３
の突起部３aの近傍（すなわち構造体３の凹部３ｂ内）等に形成される。この構造体用電
極６は、後述する共通電極７と接続されていてもよい。また、基板１上で構造体３の突起
部３aに囲まれた部分（すなわち構造体３の凹部３ｂ）の基板面には、表示領域外電極８
を形成しておく。これらの電極６、８は、後述するように表示装置の製造過程で使用され
る。
【００２０】
さらに、表示領域の各画素４には、画素電極９と共通電極７が配置される。例えば、泳動
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粒子５を基板の面内方向とほぼ平行な方向に移動させて表示を行なう表示装置の場合、各
画素４の第１基板１上に画素電極９が配置される。ここでは、画素電極９には光反射層の
機能を兼ねさせる。その為に、好ましくは反射層の観察者側（図２（ｂ）の上方側）に散
乱層を設けるか、反射層の表面に凹凸をつけて乱反射する構成とする。そして、画素電極
９は、第１基板１上に形成された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等のスイッチング素子１０
に接続される。共通電極７は隔壁３近傍あるいは隔壁表面を被うように形成する。これら
画素電極９、共通電極７により、各画素４内に封じ込められた絶縁性液体１１中に分散さ
れた複数の泳動粒子５が移動・制御される。
【００２１】
表示は、画素電極９及び共通電極７間に電圧を印加して、泳動粒子５を両電極間で移動さ
せることにより行う。図２（ｂ）の左側の画素４に示すように、泳動粒子５を画素電極９
上に配置することにより粒子５の色を表示できる。一方、右側の画素４に示すように、泳
動粒子５を共通電極７に集めることで、画素電極９面で入射光を反射させると共に散乱層
で散乱させられる。こうしたスイッチング素子１０を含む画素回路を備えているアクティ
ブマトリクス駆動方式では、これら複数の画素回路の各々は、データ線と走査線との交差
部に対応して配置されている。もちろん、単純マトリクス駆動方式で粒子を移動・制御し
てもよい。単純マトリクス駆動方式では、複数のライン状の第１の電極と複数のライン状
の第２の電極を交差させて交差点の所の各画素に粒子を封入し、交差点の各画素に選択的
に電界を作用させて粒子を移動・制御する。
【００２２】
上述のような電気泳動表示装置を用いて白黒表示を行うには、泳動粒子５を黒色として、
この粒子をシャッター駆動させればよい。一方、カラー表示を行うには、泳動粒子５を着
色するか、他の部材を適宜着色しておけばよい。例えば、黒色の泳動粒子５を用い、画素
電極９面上にカラーフィルター層を形成することにより、カラー表示が可能となる。
【００２３】
（表示装置の製造方法）
次に、図６に沿って、本実施形態の粒子移動型表示装置の代表的な製造方法の一例を述べ
る。
まず、第１基板１上の表示領域内にＴＦＴ等のスイッチング素子１０及び配線（不図示）
を形成する。この上層に凹凸及びコンタクトホールを形成した絶縁層を形成し、各スイッ
チング素子１０に対して画素電極９を形成して、同時に表示部外周に表示領域外電極８を
形成する。次に、この画素電極９及び表示領域外電極８上に絶縁層１５を形成する（図６
（a））。続いて、この絶縁層１５上に隔壁２及び構造体３を形成する。次に、形成され
た隔壁２及び構造体３の表面に共通電極層７、構造体用電極層６を形成する。これらは連
続して形成される。そして、この表面を絶縁層（不図示）で被覆する（図６（ｂ））。
【００２４】
次に、表示領域の各画素４内に絶縁性液体１１及び泳動粒子５をほぼ均一に充填する（図
６（ｃ））。充填時、絶縁性液体１１の量は画素４内に空気が残留しないように隔壁２の
高さより高くなるように入れる。絶縁性液体１１及び泳動粒子５の充填は、円筒ノズルや
スリットのノズル等を用いて行なうことができる。これらノズルを用いての泳動粒子５の
充填は、制御を精密に行なうことによって表示領域の各画素４内にほぼ均一に粒子を配置
することができる。しかしながら、充填領域の周辺部は不均一になりやすい。これは、ノ
ズルからの絶縁性液体１１及び泳動粒子５の吐出が急には安定しないからである。したが
って、表示領域に均一に安定して充填を行なうために、その周辺部には絶縁性液体１１及
び泳動粒子５の充填のための安定化領域が必要となる。構造体３の領域はその役目をも果
たすことができる。
【００２５】
次に、第２基板１２によって各画素４を封止する。第２基板１２による封止時、共通電極
７及び構造体用電極層６と、画素電極９及び表示領域外電極８の間で適当な周期の交流電
圧を印加しておく。これにより、充填された泳動粒子５は、共通電極７と画素電極９の間
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に留まらせることが可能となる。一方、表示領域周辺部にも絶縁性液体１１及び泳動粒子
５がばら撒かれた状態となっているが、表示領域周辺部が構造体３の突起部３aにより、
メッシュ状、ライン状、ドット状等となっているため、そこに形成された構造体用電極層
６と表示領域外電極８の間の凹部３ｂに泳動粒子５を保持することができる。これらによ
り、隔壁２あるいは構造体３の突起部３aの上面と第２基板１２との接合面に泳動粒子５
を留まらせなくすることが可能となり、泳動粒子５の挟み込みによる封止欠陥を防止でき
る。また、構造体３があるので、第２基板１２と第１基板１との接着固定強度も充分なも
のとなる。第２基板１２による封止の際、第２基板１２が可撓性を有するならば、その一
端部を構造体３あるいは第１基板１に接着固定した状態で、可撓性第２基板１２の他端部
を持ち上げて余分な絶縁性液体１１を押し出しつつ構造体３の突起部３aと隔壁２の上面
に第２基板１２を密着させながら押し当てて、この他端部を他方の端部の構造体３あるい
は第１基板１に接着固定する。第２基板１２が剛体的であるならば、そのまま構造体３と
隔壁２に上から密着的に被せて周囲の端部を構造体３あるいは第１基板１に接着固定する
。以上のように構成した構造に電圧印加回路を接続して表示装置を作製できる（図６（ｄ
））。
【００２６】
次に、使用する材料、その他の形成方法について説明する。
第１基板１や第２基板１２には、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリカーボネ
ート（ＰＣ）やポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）等のプラスチックフィルムの他、ガラ
スや石英、ステンレス等を使用することができる。観察者側に配置される方の基板や基材
には透明な材料を使用する必要があるが、電気泳動表示装置を反射型とした場合、他方の
基板には、ポリイミド（ＰＩ）などの着色されているものを用いてもよい。
【００２７】
画素電極９に反射層を兼ねさせる場合は、画素電極９を銀やＡｌ等の光反射性の高い材料
で形成すると良い。入射光を散乱させ方法としては、樹脂中に屈折率の異なる微粒子等を
分散させたものを画素電極９上に形成する方法、また前述したように画素電極９に凹凸を
付与して散乱させる方法等がある。
【００２８】
絶縁性液体１１には、イソパラフィン、シリコーンオイル、キシレン、トルエン等の非極
性溶媒であって透明なものを使用すると良い。粒子５を液体なしで使用することも可能で
ある。
【００２９】
泳動粒子５としては、着色されていて絶縁性液体１１中で正極性または負極性の良好な帯
電特性を示す材料を用いると良い。例えば、各種の無機顔料や有機顔料やカーボンブラッ
ク、或いは、それらを含有させた樹脂を使用すると良い。粒子の粒径は通常０．０１μｍ
～５０μｍ程度のものを使用できるが、好ましくは、０．１から１０μｍ程度のものを用
いると良い。更には、０．５から５μｍ程度が良い。
【００３０】
なお、上述した絶縁性液体１１や泳動粒子５中には、泳動粒子の帯電を制御し、安定化さ
せるための荷電制御剤や、泳動粒子同士の凝集を防ぎ、分散状態を維持するための分散剤
を添加しておいてもよい。
【００３１】
隔壁２及び構造体３の形成には、どのような方法を用いても良い。例えば、感光性樹脂層
を塗布した後、露光及びウェット現像を行う方法、又は別に作製した隔壁２及び構造体３
を接着する方法、印刷法によって形成する方法等を用いることができる。
【００３２】
ここでは、電気泳動表示装置について説明したが、上記したように液体を用いず粒子のみ
を駆動させて表示を行なう、所謂トナーディスプレイにも同様に本発明を適用できる。
【００３３】
なお、図２から図７において、１は第１基板、２は隔壁、３は構造体、３ａは構造体の突
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起部、３ｂは構造体の凹部、４は画素、５は泳動粒子、６は構造体用電極層、７は共通電
極、８は表示領域外電極、９は画素電極、１２は第２基板である。また、本発明に係る粒
子移動型表示装置は、粒子が溶媒中に分散している電気泳動表示装置は勿論、溶媒を使用
しない表示装置をも含むものである。
【実施例】
【００３４】
以下、更に具体的な実施例に沿って本発明を説明する。
（実施例１）
本実施例の電気泳動表示装置は図２に示す構造を有する。この電気泳動表示装置の製造方
法について説明する。まず、ＴＦＴ１０及び配線等が形成された第１基板１を作製する。
この上に絶縁層を形成し、ＴＦＴ１０に対してコンタクトホールを形成する。画素電極９
形成部にレジストを用いて凹凸を形成した後、この凹凸上に画素電極９を形成する。画素
電極９には、アルミニウム膜を使用し、フォトリソグラフィでパターン化する。ここで、
画素電極９の形成と同時に表示領域の周辺部に表示領域外電極８を形成する。次に、画素
電極９上、及び表示領域外電極８上に、さらに透明な絶縁層１５を形成する。
【００３５】
次に、表示領域内に形成される各画素４の境界部に隔壁２を形成する。隔壁２の幅は５μ
ｍとし、高さは１５μｍとする。同時に、表示領域の周囲にメッシュ状の構造体３を画素
４にして２０個分の幅で形成する。構造体３の突起部３ａの幅、高さは隔壁２と同様とし
た。この幅の広さは、粒子５の径の１０倍程度より充分小さくなっている。また、構造体
３のメッシュのピッチは画素領域の隔壁２のピッチの１／２とする。次に、隔壁２及び構
造体３の表面に金属層を成膜しパターニングして共通電極７、構造体用電極層６を形成す
る。そして、これらの電極７、６の表面に絶縁層を形成する。
【００３６】
次に、画素電極９と表示領域外電極８が同電位になるようにし、これらと電極７、６の間
に５００Hｚの周波数で±１０Vの電圧を印加する。電圧を印加した状態で各画素４内に絶
縁性液体１１及び泳動粒子５をノズルを用いて充填する。泳動粒子５は、交流の電圧印加
により隔壁２あるいは構造体３の突起部３ａの頂部には存在せず、隔壁間、構造体の突起
部３ａ間あるいは隔壁・構造体突起部３ａ間に集められる。この状態で第２基板１２によ
り各画素４を封止する。これに電圧印加回路を接続して表示装置とする。
【００３７】
本実施例の表示装置の構成により、強度を確保しつつ、隔壁２及び構造体３の突起部３ａ
と第２基板１２間に泳動粒子５が挟まれることにより発生する封止欠陥を抑制できる。
【００３８】
（実施例２）
実施例２でも、実施例１と同様に、ＴＦＴ１０、配線等、絶縁層、画素電極９、表示領域
外電極８を第１基板１に形成する。
【００３９】
次に、表示領域内に形成される各画素４の境界部に隔壁２を形成する。隔壁２の幅を５μ
ｍとし、高さを１５μｍとする。同時に、表示領域の周囲にライン状の構造体３を形成す
る（図３参照）。構造体３の突起部３ａの幅、高さは隔壁２と同様とした。次に、隔壁２
及び構造体４の突起部３ａの表面に金属層を成膜して共通電極７及び表示領域外電極８を
形成する。そして、共通電極７及び表示領域外電極８の表面に絶縁層を形成する。
【００４０】
次に、画素電極９と表示領域外電極８が同電位になるようにし、これらと電極７、６の間
に５００Hｚの周波数で±１５Vの電圧を印加する。電圧を印加した状態で、各画素４内に
絶縁性液体１１及び泳動粒子５を円筒ノズルを用いて充填する。泳動粒子５は、交流の電
圧印加により隔壁２あるいは構造体４の突起部３ａの頂部には存在せず、隔壁間、構造体
の突起部３ａ間あるいは隔壁・構造体の突起部３ａ間に集められる。この状態で第２基板
１２により各画素４を封止する。これに電圧印加回路を接続して表示装置とする。
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【００４１】
本実施例の表示装置の構成によっても、強度を確保しつつ、隔壁２及び構造体３の突起部
３ａと第２基板１２間に泳動粒子５が挟まれることにより発生する封止欠陥を抑制できる
。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
本発明の表示装置は様々な電子機器などに用いられる。例えば、モバイル型のパーソナル
コンピュータ（情報処理装置）に適用できる。このパーソナルコンピュータは、キーボー
ドを備えた本体部と、上述した表示装置を備えて構成される。また、携帯電話の表示部に
も適用できる。この携帯電話は、複数の操作ボタンの他、受話口、送話口と共に上述した
表示装置を備えるものである。また、ファインダに用いたデジタルスチルカメラにも適用
できる。このデジタルスチルカメラは、観察側に、光学レンズやＣＣＤ等を含んだ受光ユ
ニットが設けられ、被写体の光像をＣＣＤ等の撮像素子により光電変換して撮像信号を生
成する。デジタルスチルカメラのケースの背面には、ＣＣＤによる撮像信号に基づいて表
示を行う為の上述した表示装置が設けられ、表示装置は、被写体を表示するファインダと
して機能する。さらには、本発明の表示装置は、電子ブック、電子ペーパ、液晶テレビ、
カーナビゲーション装置、電子手帳、タッチパネルを備えた機器などにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明に係る粒子移動型表示装置を説明するための模式的断面図である。
【図２】本発明に係る粒子移動型表示装置の一実施形態を説明するための平面図と断面図
である。
【図３】本発明に係る粒子移動型表示装置の他の実施形態を説明するための平面図である
。
【図４】本発明に係る粒子移動型表示装置の他の実施形態を説明するための平面図である
。
【図５】本発明に係る粒子移動型表示装置の他の実施形態を説明するための平面図である
。
【図６】本発明に係る粒子移動型表示装置の製造工程の一例を説明するための断面図であ
る。
【図７】本発明に係る粒子移動型表示装置の他の実施形態を説明するための平面図である
。
【符号の説明】
【００４４】
１　　第１基板
２、２００、３００　　隔壁（画素部の外周領域）
３　　構造体
３ａ　　構造体の突起部
３ｂ、２００ｂ、３００ｂ　　凹部
４　　画素（画素部）
５　　泳動粒子
６　　構造体用電極層
７　　共通電極
８　　表示領域外電極
９　　画素電極
１２　　第２基板
１０００　　表示部
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